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第３７回全国国公立大学病院集中治療部協議会及び看護師長会日程 

会 議 次 第 

 

１ 期 日   令和４年１月２１日(金)  11:00 ～ 17:00 

２ 会 場   香川大学医学部 より配信（Zoomウェビナー） 

（〒761-0793 香川県木田郡三木町池戸1750-1  TEL：087-891-2010）  

３ 日 程 

9:30 ～ 10:00  接続テスト（看護師長会登壇者） 

10:00 ～ 10:30  接続テスト（協議会登壇者） 

   11:00 ～ 12:00  開 会（看護師長会）  

           ・当番大学看護部長挨拶 

             香川大学医学部附属病院 看護部長 冨山 清江  

           ・発表（成功体験） 

             ①徳島大学病院 救急集中治療部 看護師長 白石 美恵 

             ②東京大学医学部附属病院 ICU1 看護師長 荒木 知美 

             ③山梨大学医学部附属病院 集中治療部 看護師長 山本 智子 

12:00       閉 会（看護師長会）  

12:00 ～ 13:00  休 憩 

13:00 ～ 13:10  開 会（協議会）  

  ・当番大学病院長挨拶  

香川大学医学部附属病院 病院長 門脇 則光  

13:10 ～ 13:45  文部科学省講演「大学病院を取り巻く諸課題について」              

  医学教育課 大学病院支援室 室長補佐 竹本 浩伸 

13:45 ～ 13:55  看護師長会報告 

13:55 ～ 14:10  休 憩      

14:10 ～ 15:40  パネルディスカッション                      

         「国公立大学病院における集中治療科開設を考える」 

         ・講演 

           ①札幌医科大学附属病院 集中治療部 部長 升田 好樹 

           ②自治医科大学附属病院 集中治療部 部長 布宮 伸 

           ③東京医科歯科大学病院 集中治療部 部長 若林 健二 

15:40 ～ 16:55  ・次々期当番大学（第３９回）の選出 

         ・世話人会報告 

         ・次期当番世話人会代表の選出 

         ・次期当番校（広島大学病院）志馬集中治療部長の挨拶 

         ・その他 

17:00       閉 会（協議会）           
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大学名 職名 氏名

北海道大学病院 ICUナースセンター・看護師⾧ 岩本　満美

旭川医科大学病院 集中治療部　看護師⾧ 阿部　由希子

弘前大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 一戸　環

集中治療部　看護師⾧（ICU） 梶谷　かおり

集中治療部　看護師⾧（HCU） 合澤　美幸

秋田大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧（ICU1） 高山　賢路

集中治療部　看護師⾧（ICU2） 佐々木　志のぶ

高度集中治療センター　看護師⾧（ICU） 加賀　紀子

高度集中治療センター　看護師⾧（HCU） 須賀　恭子

ICU　看護師⾧ 北川　佳子

PICU　看護師⾧ 神谷　純子

群馬大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 倉澤　玲子

千葉大学医学部附属病院 ICU/CCU　看護師⾧ 竹内　純子

ICU1　看護師⾧ 荒木　知美

ICU2　看護師⾧ 若命　真裕子

東京医科歯科大学病院 集中治療部　看護師⾧ 溝江　亜紀子

新潟大学医歯学総合病院 集中治療部　看護師⾧ 渡辺　ひとみ

富山大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 堀岡　循子

金沢大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 辻　千芽

福井大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 髙瀬　伊佐子

山梨大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 山本　智子

集中治療部（集中治療室）　看護師⾧ 髙尾　ゆきえ

集中治療部（高度治療室）　看護師⾧　 中野　和美

岐阜大学医学部附属病院 ICU　看護師⾧ 野田　智子

浜松医科大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 服部　洋美

外科系集中治療部　看護師⾧ 鈴木　輝彦

救急・内科系集中治療部　看護師⾧ 小久保　比登美

三重大学医学部附属病院 救命救急・総合集中治療センター　看護師⾧ 塚脇　美香子

滋賀医科大学医学部附属病院 看護部ICU・看護師⾧ 梨木　由美子

京都大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 村上　裕美

大阪大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧（西4） 浅井　貴子

神戸大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 田仲　みどり

集中治療部　副看護師⾧（ICU１） 岡田　裕子

集中治療部　副看護師⾧（ICU２） 露無　明美

島根大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 原　由香

集中治療部（看護）　看護師⾧ 服部　芳枝

集中治療部（東３）　看護師⾧ 妹尾　育美

ICU　看護師⾧ 林　容子

SICU　看護師⾧ 平野　智子

山口大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 後藤　直美

徳島大学病院 救急集中治療部　看護師⾧ 白石　美恵

ICU　看護師⾧ 地久里　公美

ICU２　看護師⾧ 竹森　香織

高知大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 石井　初恵

九州大学病院 集中治療部　看護師⾧ 井上　辰幸

佐賀大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 岩橋　好子

⾧崎大学病院 集中治療部　看護師⾧　 五島　美香子

熊本大学病院 集中治療部　看護師⾧ 吉里　孝子

大分大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 安部　直子

宮崎大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 上森　しのぶ

鹿児島大学病院 集中治療部　看護師⾧ 山田　優子

琉球大学病院 集中治療部　看護師⾧ 上原　泉

第37回全国国公立大学病院集中治療部協議会看護師⾧会議　出席者名簿

東北大学病院

山形大学医学部附属病院

東京大学医学部附属病院

筑波大学附属病院

名古屋大学医学部附属病院

信州大学医学部附属病院

岡山大学病院

鳥取大学医学部附属病院

愛媛大学医学部附属病院

広島大学病院
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大学名 職名 氏名

第37回全国国公立大学病院集中治療部協議会看護師⾧会議　出席者名簿

札幌医科大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 内山　真由美

福島県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 渡部　ますい

横浜市立大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 秋元　若菜

横浜市立大学附属病院市民総合医療センター 集中治療部　看護師⾧ 稲葉　桜

名古屋市立大学病院 ICU　PICU　CCU　看護師⾧ 岩田　麻衣子

ICU　看護師⾧ 上妻　京子

PICU　看護師⾧ 井林　寿恵

大阪市立大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 坂本　三枝

奈良県立医科大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 河野　恵

和歌山県立医科大学附属病院 ICU副看護師⾧ 泉　仁美

自治医科大学附属病院 集中治療部　看護師⾧ 古内　三基子

防衛医科大学校病院 集中治療部　看護師⾧ 中安　文恵

香川大学医学部附属病院 集中治療部　看護師⾧ 山本　亜由美

救命救急センターICU　看護師⾧ 中村　佳代

副看護師⾧ 堀　仁実

事務部次⾧（兼総務課⾧） 横川　利子

京都府立医科大学附属病院
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全国国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会規約 

 

（名称） 

第１条 本会は、国公立大学病院集中治療部協議会看護師長会（以下「看護師長会」という。）

と称する。 

 

（目的） 

第２条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長の連携を図り、集中治療部の管

理運営、集中ケアに関わる諸問題を協議し、相互の理解を深めるとともに、看護の質 向

上を図ることを目的とする 

 

（構成） 

第３条 看護師長会は、国公立大学病院集中治療部看護師長で構成する。 

 

（事業） 

第４条 看護師長会は第２条の目的を達成するために次の事業を行う。 

(1) 集中治療部の管理、運営に関する事業 

(2) 集中ケアに関する教育・研究事業 

(3) 集中治療部協議会への助言・報告 

(4) その他看護師長会の目的を達成するために必要な事業 

 

（運営） 

第５条 看護師長会は、当番校によって運営される。 

(1) 看護師長会は年１回を定例とする。 

(2) 当番校は、その年の集中治療部協議会の当番校とする。 

(3) 看護師長会の開催とその運営は、当番校の集中治療部看護師長があたる。 

(4) 看護師長会のメーリングリストのコーディネーターは、当番校の看護師長があたる。 

 

（任期） 

第６条 当番校の任期は看護師長会終了の翌日より次期看護師長会当日までの１年とする。

また、次の当番校を補佐し、会が継続的にその目的を達成する任を担うものする。 

 

（その他） 

第７条 看護師長会の開催に当たっての必要経費は、当番校の責任において徴収し、処理す

る。 

 

附 則 

本規約は、平成28年 1月 29日から施行する 

本規約は、平成31年 1月 25日から変更する。 
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全国国公立大学病院集中治療部協議会看護師⾧会アンケート 

2022.1.21 

 

看護師⾧会終了後、会議の評価、ならびに次回の参考とするため、アンケートを

実施させていただきます。 

つきましては、ご多忙中恐れ入りますが、以下の URL または QR コードから、

アンケートにお答えいただき、率直なご意見・ご感想をお聞かせください。 

 

https://forms.office.com/r/mBr1SPh6Dx 

 

 

 

 

 

ご協力の程、よろしくお願い申し上げます。 
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